




                       令　和　6　年　　火　災　・　救　急　概　況                      　　　　　　　　　                     　                 　　　　　　　

＊　死者数欄( )内の数値は、放火自殺者の内数

※本年数値は速報のため，変更することがあります。また、表は前年同時期との比較です。

305 △ 33

0

２　横浜市火災・救急状況

区分　＼　年別 令和6年

第三分団

電気機器 3 3 0

2
293

急　　　病 7,761 7,598 163

2

堀 ノ 内 睦 町 連 合 町 内 会 0

264

令和5年 増△減

火 災 件 数  （件）

火
災
種
別

  焼損床面積  (㎡)

主
な
火
災
原
因

放火（疑い含む）
0

蒔 田 連 合 町 内 会

お三の宮地区連合町内会 1

こんろ 5

△ 2

5
△ 1

29

8 9

  死         者  (人) 2 1 1
  負   傷   者  (人) 3 7 △ 4

第二分団
船      舶 0 0 0

0
中 村 地 区 連 合 町 内 会

車      両 
林      野 0 0 0

そ　の　他
航  空  機 

太 田 地 区 町 内 連 合 会 2

0 0

6

4

2 3 △ 1
寿 東 部 連 合 町 内 会

建      物 

書類
番号 2

南　消　防　署
１月１日 ～ 8月31日

１　南区火災・救急状況 ４　連合町内会・受持消防団別火災件数

受   持
消防団

   火  災  件  数 26 33 △ 7 太 田 東 部 連 合 町 内 会 1
第一分団

区分　＼　年別 令和6年 令和5年 増△減 連合町内会名
火災
件数

19 21

第四分団

炉 2 0 2

北 永 田 地 区 連 合 町 内 会

1,787 1,809 △ 22

たばこ 2 4 △ 2
井土ケ谷地区連合町内会

0

永田みなみ台連合自治会 1
一般負傷

救急出場件数 10,449 10,336 113

5 9 △ 4

第五分団
そ　の　他 629 624 5

大 岡 地 区 連 合 町 内 会
1

0

第六分団

別 所 地 区 連 合 町 内 会 1

南永田・山王台連合町内会 0

六 ツ 川 地 区 連 合 自 治 会

焼損床面積  （㎡）

本大岡地区町内会連合会 4

救
急
種
別

交通事故 272

427 503 △ 76

六ツ川大池地区連合自治会

死   者   数  （人）
4,192 4,856 △ 664

負 傷 者 数  （人）
17 (1) 10 (0) 7

救急出場件数  （件） 171,429 167,173 4,256

78 85 △ 7

連 合 未 加 入 自 治 会 、 そ の 他 1
第一～六分

団交通事故 5,893 5,793 100

0
救
急
種
別

急　　　病 121,660 119,562 2,098
一般負傷 30,965 29,267 1,698

保土ケ谷

３　行政区別火災・救急状況
  　　　 　年 別
 区 分

火　　災 救　　急

令和6年 令和5年 増△減 令和6年 令和5年 増△減

12,295 12,290 5

行
政
区
別
件
数

鶴　 　見 △ 64

西 22 26 △ 4 7,180 7,021 159

そ　の　他 12,911 12,551 360
合　　　計 26

10,336 113

15 19 △ 4 9,182 9,020

30 41 △ 11 12,625 12,689

162

神 奈 川 32 32 0 10,609 10,299 310

港     南 17 17 0 10,445 10,086 359

中 59 55 4
南 26 33 △ 7 10,449

旭 19 32 △ 13 11,337 10,945 392
磯     子 11 13 △ 2 7,874 7,764 110

7,511 440

8,933 255
港     北 51 54 △ 3 13,597 13,396 201
金     沢 29 25 4 9,188

緑 12 20 △ 8 7,951

泉 20 15 5 7,005 6,498 507

都     筑 10 19 △ 9

栄 15

7,365 7,277 88
12,535 12,256

青     葉 18 27 △ 9 10,466 9,851 615

279

169瀬     谷 10 22 △ 12 5,894 5,725

15612 3 5,399 5,243
戸     塚 31 41 △ 10



 

災害用備蓄食料を無償でお配りします！ 
横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や食品ロ

ス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。 
 

１ お配りする備蓄食料  

➀ 保存パン 1,100 箱（20,000 食）程度 

 

 

 

 

 

➁ 水缶詰 3,200 箱（72,000 本）程度  

 

 

 

 

 

③ おかゆ 800 箱（16,000 食）程度 

 

 

 

 

 

  ④ クラッカー300 箱（21,000 食）程度 

 

 

 

 

 

  ⑤ スープ 900 箱（40,500 食）程度 

 

 

 

 

 

・ １箱当たりの食数 : 20 食 

・ 賞味期限：2025 年１月 

・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 

  32cm×40cm×12cm／約２㎏ 

・ １箱当たりの本数 : 24 本 

・ 賞味期限：2025 年７月 

・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 

  27cm×40cm×13cm／約８㎏ 

・ １箱当たりの食数：20 食 

・ 賞味期限：2025 年１月 

・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 

  32cm×40cm×12cm／約５㎏ 

 

・ １箱当たりの食数：70 食 

・ 賞味期限：2025 年１月または２月 

・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 

  26cm×50cm×37cm／ 約７㎏ 

・ １箱当たりの食数：45 食 

  （卵、オニオン、みそ汁 各 15 食） 

・ 賞味期限：2025 年７月 

・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 

  21cm×29cm×24cm／約１㎏ 

 

令和６年度版 

※ 申込みは１種類のみとし、水缶詰、おかゆ、スープは最大 15 箱まで、 
保存パン、クラッカーは最大 5 箱まで申込可能です。 

書類

番号 
５ 

区 連 会 ９ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ６ 年 ９ 月 2 0 日 

南 区 総 務 課 



横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 

※ 民間企業及び個人（世帯としての申し込みを含む。）は対象外とさせていただきます。 

 

３ 申込み・申込結果について 

(1) 申込期間 

令和６年９月 25 日（水）～ 令和６年 10 月 15 日（火） 
 

(2) 申込方法 

     『横浜市電⼦申請・届出システム』によりお申込みをお願いします。下記の【URL】または【二次元コード】 

よりアクセスいただき、必要事項を⼊⼒のうえ、お申込みください。申込締切後、抽選結果を公表しますの

で、当選・落選の確認をお願いします。詳細は「（3）抽選結果の公表」をご確認ください。 
 

【URL】               【二次元コード】 

https://shinsei.city.yokoh

ama.lg.jp/cu/141003/ea/

residents/procedures/app  

ly/0df28285-3ca1-40ec-

a9c3-51659bfb768a/start 

 

 

【必ずご確認ください】 

申請完了後の画面に表示される８ケタの

「申込番号」は、申込みの抽選結果の確認に

必要となります。「申込番号」は後から確認が

できませんので、必ず控えていただきますよう

お願いします。（右の画面が表示されます） 
 

(３) 抽選結果の公表 

    抽選結果（配布する備蓄品の種類、数量、配布日時、場所の情報を含む。）については、 

   令和６年 10 月 31 日（木）午前９時頃、横浜市ウェブサイトにて公表します。 

    抽選結果の確認には、申込が完了した際に表示される「申込番号」が必要となりますので、 

必ず控えていただきますようお願いします。 

    ウェブサイトには、以下の【URL】または【二次元コード】よりアクセスできます。 

【URL】                                                                            

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-

bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html 

２ 配布対象 

【二次元コード】 

サンプル 

  横浜市 無償配布 検索 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0df28285-3ca1-40ec-a9c3-51659bfb768a/start
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jishin/bichikuhin/yukoukatuyo.html


 

(1) 配布日時 

以下の日時で配布を行います。『横浜市電⼦申請・届出システム』でのお申込みの際に、次の①～⑩の

候補のうち、第３希望までお選びください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 配布場所 

南部方面備蓄庫    

住所：横浜市金沢区富岡東 2-2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

４ 備蓄食料の配布日時・配布場所 

① 令和６年11月20日（水）　10：00～11：30

② 令和６年11月20日（水）　14：00～15：30

③ 令和６年11月21日（木）　10：00～11：30

④ 令和６年11月21日（木）　14：00～15：30

⑤ 令和６年11月22日（金）　10：00～11：30

⑥ 令和６年11月22日（金）　14：00～15：30

⑦ 令和６年11月25日（月）　10：00～11：30

⑧ 令和６年11月25日（月）　14：00～15：30

⑨ 令和６年11月26日（火）　10：00～11：30

⑩ 令和６年11月26日（火）　14：00～15：30



 

ア 申込みは１種類のみとし、水缶詰、おかゆ、スープは最大 15 箱まで、 

保存パン、クラッカーは最大５箱までとします。 

イ 申込みは１団体につき１回のみとし、２回目以降は無効とします。 

ウ 備蓄品の配送は行っていませんので、引渡場所までお越しいただきますようお願いします。 

エ 配布した備蓄食料は、絶対に転売しないでください。 

オ 賞味期限内に食べきり、期限が過ぎたものは処分をお願いします。 

カ 備蓄食料の引渡後発生したごみ等については、申込いただいた各団体様で処分をお願いします。 

キ お申込みいただいた内容は、配布に向けた準備のため各区役所の総務課へ共有します。  

 

 

６ 問合せ先 

 横浜市総務局地域防災課 

  〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10   （電話）045-671-2011 

５ 注意事項 



 

 

 

書類

番号 ６ 

●説明会 
【開催日時】 令和６年 1０月２７日（日） 

        ■10 時～11 時 30 分（北部の方） 

       ■14 時～15 時 30 分（南部の方） 

※北部と南部の区分は次頁の対象地域区分図をご参照ください。 

※中止・延期の場合は、当事務所のホームページに掲載します。電話で

のお問い合わせもできます。 

【開催会場】 南吉田小学校 体育館  

       横浜市南区高根町 2-14（次頁の会場案内図参照） 

【説明内容】 土砂災害防止法の概要・区域指定の見直し・土地利用の制限などにつ

いて、プレゼンテーションや資料などにより、説明を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〇県では地形が変わったり、新たに確認できたがけ地等について、土砂災害警戒区域等の

見直し調査を進めており、南区の調査結果を令和６年９月に公表しました。 

〇この調査結果に関する説明会を次の通り開催しますのでお知らせします。なお、参加で

きない場合は「説明資料」等を横浜川崎治水事務所ホームページへ掲載しますのでご覧

ください。また、レッドゾーンの指定を予定している土地所有者様には、説明会のご案

内を改めて郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

基礎調査結果（区域図(案)）は、公表後にホームページ【神奈川県土砂災害情報ポ 

ータル】や、横浜川崎治水事務所、県庁砂防課、横浜市建築局企画部建築防災課 

の窓口で、閲覧することができます。 

 

回覧 

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果（区域図(案)）の公表と 

がけ地の近くにお住まいの皆様へ（南区） 

説明会の開催について 

  

 

 で検索 

（１）次頁もご参照ください。 

 

今回はこの段階に関するお知らせです。 

～土砂災害に備えていただくために～ 

 

 

●区域指定までの流れ 

令和６年９月２０日 

※午前と午後は同じ内容で実施します。 

 

横浜川崎治水事務所

所 

神奈川県土砂災害情報ポータル 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

＜対象地域区分図＞ 

※会場の大きさに限りがあり、混雑を避けるため、対象地域を北部と南部に設定（区分）しておりま
すが、ご都合がつかない場合は、区分に関わらずご参加ください。 

＜説明会 会場案内図＞ 

【説明会場】 

会場：南吉田小学校 体育館（南区高根町 2-14） 

（午前、午後どちらも会場は同じになります。） 

横浜市営地下鉄：阪東橋駅１B出口より徒歩２分 

 

※ 駐車場はありませんので、公共交通機関のみをご

利用ください。 

会場は正門よりお入りください。 

【説明会】10/27(日)  
10時～11時 30分 
対象：三春台、庚台、清水ケ丘、南太田、永田、中村町、 

唐沢、平楽、八幡町、山谷地区 

 

【説明会】10/27(日)  
14時～15時 30分 
対象：六ツ川、別所、中里、弘明寺、井土ケ谷、大岡、 

睦町、堀ノ内町、蒔田町、中村町 5 丁目地区 

町、大岡地区の方 

 

●問合せ先 

北部 

南部 

 で検索 

 南区 

南吉田小学校 

※再転載を禁止します。 

六 ツ

川 2丁

目 

神奈川県横浜川崎治水事務所 工務部 急傾斜地第一課  

 電話：045-411-2520  8:30～17:15 

（土・日・祝日を除く）  

横浜川崎治水事務所 

六ツ川4丁目 
弘明寺町 

井土ケ谷上町 

大岡 1 丁目 

六ツ川 1丁目 

六ツ川2丁目 

六ツ川3丁目 

大岡 3 丁目 

大岡 4 丁目 

大岡 4 丁目 

別所 5 丁目 

永田台 

別所 6 丁目 

別所 7 丁目 

別所中里台 

別所 4 丁目 別所 3 丁目 

別所 2 丁目 

中里 4 丁目 

中里 3 丁目 

中里 2 丁目 

堀ノ内町 2 丁目 

中村町5丁目 

蒔田町 

睦町 2 丁目 

堀ノ内町 1 丁目 

永田みなみ台 

永田北 2丁目 

永田山王台 

永田南2丁目 

永田東2丁目 

永田南1丁目 

永田東1丁目 

永田北1丁目 清水ケ丘 

三春台 

永田東3丁目 

永田北3丁目 

南太田4丁目 

南太田3丁目 

南太田1丁目 

南太田2丁目 

庚台 

唐沢 

中村町 2丁目 

中村町1丁目 

平楽 
山谷 

八幡町 

南吉田小学校 

（２） 

 



「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」について

発　行：全国地すべりがけ崩れ対策協議会

表紙写真：広島県広島市安佐南区八木3丁目上山川

土砂災害防止法

土 砂 災 害 防 止 法
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がけ崩れ

土石流

地滑り

近年の土砂災害発生状況
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

■ 過去10年の土砂災害発生件数（平成19年～28年）

■ 過去10年の都道府県別土砂災害発生状況

　　　　　　　　　　　（平成19年～28年）

0

500

1000

1500

129

452

149
234

419

256 262 338

145

44

599

788

1,040

1,492

53

399

698

1,052件

105

249

77

769

1,184

89

590

941

76

505

837

222

781

1,422

127

767

1,128

106

803

1,058

154

89

695

162

675

966

がけ崩れ

土石流

地滑り

凡　例

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H19～28年
の平均

※小数点以下四捨五入

土
石
流

合

　計

 
 

都
道
府
県

が
け
崩
れ

地
滑
り

北海道 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田県 

山形県 

福島県 

茨城県 

栃木県 

群馬県 

埼玉県 

千葉県 

東京都 

神奈

長野県 

新潟県 

山梨県 

富山県 

石川

岐阜県 

静岡県 

愛知県 

三重県 

福井県 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 

奈良

和歌山県

鳥取県 

島根県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川

愛媛県 

高知県 

福岡県 

佐賀県 

長崎県 

熊本県 

大分県 

宮崎県 

鹿児島県

沖縄県 

合 計 

川県

県 

県 

県 

129
51
65
62
48
61

172
67
50
20
17

195
49

671
37
82

220
72
97
94

403
46

149
49
31
50
42
69
26

140
51

466
59

263
470
122

34
204
269
111

52
233
311
234
351
441

46
6,981

53
5

196
31
24
38
75

3
41
16
11

3
24

9
32

103
154

58
27
68
73

3
40
15
19
14

9
101

26
48
44
76
22

158
117

23
9

21
11
45

3
9

173
26
22

405
2

2,485

10
3
2

10
6

64
14

4
9
7
6

17
0
1
6

105
399

54
33

7
25

3
4
9
1
3
2
3

21
12

5
26

2
5

10
27

2
7

24
25

4
5

20
4
3

17
19

1,045

192
59

263
103

78
163
261

74
100

43
34

215
73

681
75

290
773
184
157
169
501

52
193

73
51
67
53

173
73

200
100
568

83
426
597
172

45
232
304
181

59
247
504
264
376
863

67
10,511

昭和42年～平成28年までの自然災害による
死者・行方不明者の内訳

その他
自然災害

62％

38％

土砂災害による
犠牲者の割合は

※平成7年兵庫県南部地震および平成23年東北地方太平洋沖地震

　による死者・行方不明者数は除く

　全自然災害については消防庁調べ、

　土砂災害については国土交通省砂防部調べによる

土 砂 災 害 防 止 法 01



　土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域につい

ての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構

造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

「土砂災害防止法」制定の背景

『土砂災害防止法』とは

　土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、

私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

　また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに

伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も

年々増加し続けています。そのようなすべての危険な

箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨

大な時間と費用が必要となってしまいます。

　このような土砂災害から人命を守るため、土砂災害

防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域

を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や一定の

開発行為の制限等のソフト対策を充実させていくこと

が大切なのです。

※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H 14年公表 ※

対象となる土砂災害 ： 急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査

・土砂災害防止のための対策に関する基本的事項

・基礎調査に関する指針

・土砂災害特別警戒区域等の指定方針

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の方針

土砂災害警戒区域の指定［都道府県知事］
〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県知事］
 〈建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉

〈建築物の構造規制〉

・居室を有する建築物の
 構造基準の設定
 （建築基準法）

〈移転支援〉

・住宅金融支援機構

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

基礎調査の実施［都道府県］

●特定の開発行為に対する許可制

    対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

●勧告による移転者への融資、資金の確保

〈警戒避難体制〉

・市町村地域防災計画
 （災害対策基本法）

●情報伝達、警戒避難体制の整備［市町村長］

●警戒避難に関する事項の住民への周知［市町村長］

※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H 14年公表 ※

対象となる土砂災害 ： 急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

・土砂災害防止のための対策に関する基本的事項

・基礎調査に関する指針

・土砂災害特別警戒区域等の指定方針

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の方針

土砂災害警戒区域の指定［都道府県知事］
〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県知事］
 〈建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉

〈建築物の構造規制〉

・居室を有する建築物の
 構造基準の設定
 （建築基準法）

〈移転等の支援〉

・住宅金融支援機構の融資
・住宅・建築物安全ストック形成事業
　による補助

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

基礎調査の実施［都道府県］

●特定の開発行為に対する許可制

    対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

●勧告による移転者への融資、資金の確保

〈警戒避難体制の整備等〉

・市町村地域防災計画への記載
・要配慮者利用施設の避難体制
・土砂災害ハザードマップの配布等
 

●情報伝達、警戒避難体制の整備［市町村長］

●警戒避難に関する事項の住民への周知［市町村長］

・基礎調査結果の公表・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査

●急傾斜地崩壊危険箇所数と整備箇所数の推移
S57年 S62年 H4年 H9年

113,557113,557
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※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H14年公表※

20,600

土砂災害防止法の概要

土 砂 災 害 防 止 法 02



※土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象
又はこれに伴って移動する自然現象

急傾斜地の崩壊

土石流

地滑り

※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が水と一体となって流
下する自然現象

※傾斜度が３０度以上である土地が崩壊する自然現象

都道府県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害

を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等につ

いて調査し、結果を公表します。

急傾斜地の高さh

（高さは5m以上）

基礎調査の実施・公表

土 砂 災 害 防 止 法 03



■ 急傾斜地の崩壊

イ 傾斜度が30度以上で高さが5ｍ以上の区域

ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10ｍ以内の区域

ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍

（50ｍを超える場合は50ｍ）以内の区域

■ 土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部か

ら下流で勾配が2度以上の区域

■ 地滑り

イ 地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りする

おそれのある区域）

ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する

距離（250ｍを超える場合は250ｍ）の範囲内の区域

　急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物

に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動

等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるお

それのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力

の大きさを上回る区域。

※ただし、地滑りに係る土石等の移動等により建築物に作用する力

の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において

作用するものとされている。また、地滑りに係る特別警戒区域は地

滑り区域の下端から60mの範囲内で指定することとされている。

土砂災害警戒区域 （通称：イエローゾーン）

（通称：レッドゾーン）土砂災害特別警戒区域

○

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、

建築物に損壊が生じ、住民に

著しい危害が生じるおそれがある区域
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基礎調査結果の公表後、土砂災害のおそれのある

区域等を指定します。

区域の指定

土 砂 災 害 防 止 法 04
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急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域

であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

　土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や

利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある地

域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、

といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大

切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基

づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報

の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関

する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知

させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザード

マップ等）を配布し、その他必要な措置を講じることが

義務づけられています。

１．市町村地域防災計画への記載

　土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の

発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、

その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関

する事項を定めることとされています。

4．宅地建物取引における措置

　警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこと

が義務づけられています。

地 域 住 民

ボランティア
NPO

連携

災害時要援護者等への支援

自主防災組織の設立

避難訓練の実施

防災への備え

避難所の確認

自主避難

自助 共助

警戒避難体制の整備

土砂災害警戒区域等の情報提供

復旧・復興

公助

国・都 道 府 県・市 町 村

協働参画

土砂災害に備えるために

　土砂災害の危険から身を守るのはあなた自身です。家や職場

の周囲は安全ですか？危険な場所を点検し、防災情報を収集す

るなど「日頃の備え」を万全にし、いざとなったら「早めの避難」

を心がけましょう。

　住民の一人ひとりが、土砂災害に対し的確な判断をし、行動

をとるために、行政は、専門的かつ技術的な事項について、的

確な情報提供をはじめとする手助けを行います。

3．土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

土砂災害警戒区域

行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」で

　　　　　　　　　土砂災害による人的被害をゼロに。

災害時要援護者
関　連　施　設

ハザードマップの説明文を記入

例：黄色で塗りつぶされた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生した場合、

住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区域」です。

　警戒区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）であっ

て、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある場合には、市町村地域防災計画に要配慮者利用施設の名称及び所在地を記載

するとともに、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

　また、警戒区域内の市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づ

いて避難訓練を実施することが義務づけられています。

2．要配慮者利用施設における警戒避難体制

要配慮者等への支援
自主防災組織の設立
避難訓練の実施

要配慮者利用施設

土砂災害警戒区域

土　砂　災　害
特 別 警 戒区域

浸水想定区域

避　難　場　所

主要な避難路

土 砂 災 害 防 止 法 05



急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ

れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

土砂災害特別警戒区域

1．特定の開発行為に対する許可制

　特別警戒区域では、住宅・宅地分譲等や特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための

開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準

に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

2．建築物の構造の規制

　特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴

う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるように、居室を有する建築物については建築確認の制度及

び構造規制が適用される場合があります。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減

するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けること

が必要になります。

3．建築物の移転等の勧告及び支援措置

　急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有

者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することが

できることになっています。

　特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。

①住宅金融支援機構の融資

地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金

の融資を受けられます。（融資金利の優遇措置有）

②住宅・建築物安全ストック形成事業による補助

特別警戒区域にある構造基準に適合していない住宅（既存不適合住宅）を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行う者

に対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。

また、特別警戒区域内の既存建築物の土砂災害に対する建築物の安全性の向上を目的とした改修への補助制度を実施している

自治体もあります。

4．宅地建物取引における措置

　特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、

売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の制限に関する事項の概要について重要事項説明を

行うことが義務づけられています。
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土砂災害防止法のあゆみ
◆平成11年
  6月29日  「広島災害」（土砂災害発生件数325件、死者24名）
  7月  8日　建設省防災国土管理推進本部を開催。
　　　      「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」の設置を決定
◆平成12年
  2月  4日　河川審議会答申「総合的な土砂災害対策のための法制度のあり方について」
  3月14日  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案」閣議決定

  4月26日  「  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案」に対する
附帯決議可決

  5月  8日  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」公布（平成12年 法律第57号）

◆平成13年
  3月28日  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令」公布（平成13年 政令第84号）
　　　　  「建築基準法施行令の一部を改正する政令」公布（平成13年 政令第85号）
  3月30日  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則」公布（平成13年 国土交通省令第71号）
  4月  1日  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」施行
  7月  9日  「土砂災害防止対策基本指針」制定（平成13年 国土交通省告示第1119号）

◆平成15年
  3月31日　広島県において、全国初の土砂災害警戒区域等の指定を実施（13箇所）

◆平成17年
  5月  2日  「水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」公布（平成17年 法律第37号）
  6月  1日  「  水防法施行規則及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布
　　　　  （平成17年 国土交通省令第62号）
  7月  1日  「水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行

◆平成18年
  9月25日  「土砂災害防止対策基本指針」変更（平成18年 国土交通省告示第1131号）

◆平成22年

11月25日  「 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」公布（平成22年 法律第52号）

◆平成23年
  1月28日  「  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布
　　　　  （平成23年 政令第10号）
  4月28日  「土砂災害防止対策基本指針」変更（平成23年 国土交通省告示第439号）
  5月  1日  「  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行
　　　　　 大規模土砂災害に対する危機管理体制の強化
　　　　  「緊急調査」及び「土砂災害緊急情報」について

◆平成26年
  8月20日  「広島災害」（土砂災害発生件数166件、死者77名（災害関連死含む））　

◆平成28年
  8月 　　 「台風10号による社会福祉施設の浸水被害（岩手県）」（死者9名）　

11月19日  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」公布（平成26年法律第109号）

◆平成27年

◆平成29年

  1月15日  「  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関す
る政令」公布（平成27年政令第 6 号）

  1月16日  「  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の
整備に関する省令」公布（平成27年国土交通省令第 2 号）

　　　　  「土砂災害防止対策基本指針」変更（平成27年国土交通省告示第35号）
  1月18日  「  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行
　　　　　 基礎調査の結果の公表義務付け、土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実・強化等

3月31日　土砂災害警戒区域等指定箇所数（全都道府県487,899箇所）
5月19日  「水防法等※の一部を改正する法律」公布（平成29年 法律第31号）
6月14日  「水防法等※の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」公布（平成29年 国土交通省令第36号）
6月19日  「水防法等※の一部を改正する法律」施行
　　　　 警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の作成および避難訓練の実施の義務付け
　　　　   ※土砂災害防止法を含む
8月10日  「土砂災害防止対策基本指針」変更（平成29年国土交通省告示第752号）

発　　行：全国地すべりがけ崩れ対策協議会 平成29年 9 月発行
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目 的 

期 間 

スローガン 

重 点 

  
 
 
 
 
 

 

安全で円滑な交通環境の確保を図るため、放置自転車クリーンキャンペーンを展開し、 

「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」に基づく対策を推進します。 

 

 

令和６年１０月１日～１０月３１日の１か月間 
 

 

 

「自転車の 代わりに置こう 思いやり」 

１．放置自転車の防止         ２．

交通ルールの遵守と駐車マナーの向上 

 

 

放置自転車クリーンキャンペーンの様子 路上自転車駐車場の整備状況（イセザキモール） 

 

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

9 
書類

番号 



共 通 事 項 

横 浜 市 • 区 

警 察 

交通安全協会など交通安全団体及び地域関係団体 

道 路 管 理 者 • 鉄 道 事 業 者 

地 域 

横浜市交通安全対策協議会 

（事務局）横浜市道路局道路政策推進課

電話０４５（６７１）２３２３ 

 
 

１ 「重点」に基づき、それぞれの地域等の実態に即した各種活動を積極的に推進します。 

２ 運動の趣旨を周知徹底し、「運動の重点」の効果的な推進を図るため、広報啓発や実践的な活動

を行います。 

３ 自転車利用者の交通ルールの遵守と駐車マナー向上を図るための広報を行います。 
 

１ 放置自転車の追放気運を高めるための広報啓発活動を推進します。 

２ 放置自転車をなくすための指導警告や移動・撤去活動を積極的に推進します。 

３ 自転車の損害賠償責任保険等加入、乗車用ヘルメット着用の周知・啓発を推進します。 

１ 交通事故に直結する悪質・危険・迷惑性の高い違法駐車などの指導取締りを強化します。 

２ 関係機関・団体の自主的活動を促進するため必要な情報の提供と支援を行います。 

３ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の広報啓発を推進します。 

１ 各種キャンペーンを実施し、地域住民の放置自転車の追放気運の醸成を図ります。 

２ 事業所等に対し、使用者や管理者などを中心とした事業所ぐるみでの違法駐車等追放気運を

高めるよう働きかける。また、自転車損害賠償責任保険等の加入を推進します。 

 

１ 違法駐車や放置自転車の追放についての啓発・教育を推進します。 

２ 盗難自転車の多くは放置されてしまうので盗難の防止について指導します。 
 

１ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用し、この運動の周知を図るとともに、交通マナー

の向上のための広報啓発活動を推進します。 

２ 駅周辺の放置自転車の移動活動に協力します。 

３ 関係機関と連携を図り、駅周辺の駐車場・駐輪場の整備推進に努めます。 
 

１ 違法駐車や放置自転車などの迷惑性や自転車のマナー等について地域で話し合いましょう。 

２ 会合等を利用し、違法駐車や放置自転車等の問題について認識を高め、違法・迷惑駐車を「し 

ない・させない運動」を推進しましょう。 

３ 関係機関・団体が実施する放置自転車等クリーンキャンペーン等に参加しましょう。 

４ 車・自転車・バイクで外出する際は、決められた場所以外にはとめないようにしましょう。 
 

教 育 関 係 
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議題に関係する区役所等の取組や制度
を説明
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